
- 1 -

人
権
特
別
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
支
出
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
九
月
二
十
二
日
規
則
第
二
十
七
号
）

平
成
二
七
年

七
月
一
七
日

改
正

（
設
置
の
目
的
）

第
一
条

日
本
弁
護
士
連
合
会
の
人
権
擁
護
委
員
会
の
人
権
擁
護
活

動
資
金
に
充
て
る
た
め
、
人
権
特
別
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い

う

）
を
設
置
す
る
。

。

２

基
金
の
会
計
は
、
特
別
会
計
と
し
、
人
権
特
別
基
金
会
計
と
称

す
る
。

（
収
入
）

第
二
条

基
金
の
収
入
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
員
の
寄
附
金
又
は
拠
出
金

二

日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
員
以
外
の
も
の
か
ら
の
人
権
擁
護

活
動
の
た
め
の
寄
附
金
又
は
拠
出
金

三

前
二
号
に
掲
げ
る
金
員
に
対
す
る
利
息
等
の
利
益
金

２

前
項
第
二
号
の
寄
附
金
又
は
拠
出
金
を
受
け
入
れ
る
場
合
は
、

人
権
擁
護
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
）

第
三
条

基
金
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
長
が
管
理
す
る
。
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（
管
理
方
法
）

第
四
条

基
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
託
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有

利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
）

第
五
条

基
金
の
支
出
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
人
権
擁
護
委

員
会
の
予
算
に
不
足
が
見
込
ま
れ
る
と
き
に
支
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

人
権
擁
護
委
員
会
の
再
審
支
援
活
動
（
再
審
支
援
を
行
う
か

否
か
の
調
査
を
含
む

）
に
お
け
る
専
門
家
又
は
専
門
機
関
に

。

よ
る
鑑
定
、
実
験
、
検
証
及
び
意
見
書
等
の
作
成
並
び
に
こ
れ

ら
に
関
す
る
専
門
家
又
は
専
門
機
関
へ
の
相
談
（
以
下
「
専
門

家
等
に
よ
る
鑑
定
等
」
と
い
う

）
に
要
す
る
費
用

。

二

専
門
家
等
に
よ
る
鑑
定
等
に
要
す
る
交
通
費
及
び
宿
泊
費

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
必
要
が
認
め
ら
れ

る
費
用

（
支
出
の
手
続
）、

、

、

第
六
条

会
長
は

基
金
の
支
出
の
可
否
に
つ
い
て

あ
ら
か
じ
め

人
権
擁
護
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
会
長
は
、
人
権
擁
護
委
員
会
の
意
見

を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

３

会
長
は
、
基
金
か
ら
支
出
を
す
る
と
き
は
、
経
理
委
員
会
の
承
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認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
七
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
七
年
七
月
一
七
日
改
正
）

第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成

二
十
七
年
七
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。


